
秦野市議会議員政治倫理審査会日程 
 

日 時 令和８年５月１８日（月） 

                     午後１時から 

場 所 議会第２会議室 

 

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 審  査 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉  会 



秦野市議会議員政治倫理規程（一部抜粋） 
（議員の責務） 

第２条 議員は、自己の地位を利用することによって、自己又は第三者が不正に利益を

得る行為及び特定の個人又は団体が不当に不利益を被る行為を行ってはならない。 

（政治倫理基準） 

第３条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 

(1) 常に市民全体の利益の実現を目指して行動し、その地位を利用して、いかなる金品

も授受しないこと。 

(2) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこ

と。 

(3) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、個人又は特定の企業、団体のた

めに有利な取り計らいをしないこと。 

(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使する

ような働きかけをしないこと。 

(5) 市職員の採用、異動、昇格等人事に関与しないこと。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一

切の行為を慎むとともに、議員活動に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為を

しないこと。 

秦野市議会議員政治倫理規程（一部抜粋） 
（対象議員に対する措置等） 

第６条 議長は、前条第１１項の報告を受け、対象議員の行為が政治倫理基準に反して

いると認めるときは、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復させるため、そ

の議員に対して次に掲げる措置等を講じることができる。 

(1) 戒告処分 

(2) 登庁禁止処分 

(3) 辞職勧告 

(4) 前３号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置 

１ 政治倫理基準について 

(1) 違反の有無 

(2) その理由 

(3) 該当条項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （違反する場合）対象議員への措置について 

(1) 措置の内容 

(2) その理由 
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